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10月から交野市独自の保育料の
軽減措置（第3子無償化）を実施します！

　市民税非課税世帯以外は国の無償化の対象外となる0～2歳児クラスについても、国と異なる市独自の多子
カウント方法を導入し、第3子以降の保育料の無償化を実施します。
※多子のカウント対象の子どもは生計が同じである事が条件です。

10月から幼児教育・保育の無償化スタート
□問 こども園課 ☎893-6407

　10/1（火）から、国による幼児教育・保育の無償化が始まります。
対象は、幼稚園・認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラス
の子どもたちと、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの
子どもたちです。
利用施設によって、無償化の条件や上限額がありますので、下表を
参照ください。
　各施設の申請方法など詳細は市ホームページ「幼児教育・保育の
無償化について」を確認してください。
https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2019082000042/

市の独自の保育料減免措置により副食費の免除対象者も拡大
　国の保育料無償化後も、3～5歳児クラスの副食費（おかず）については引き続き保護者負担となりますが、認
定こども園および保育所については、年収360万円未満相当世帯の第１・第２子と、年収に関わらず第3子以降
は、副食費が免除されます。市では、この副食費免除についても市独自の多子カウント方法を導入します。
※主食費（ごはん）は世帯収入や子どもの数に関わらず保護者負担になります。また、0～2歳児クラスの給食費
（主食費・副食費）は現行どおり毎月の保育料に含まれます。

【幼児教育・保育の無償化対象施設・事業】

クラス等の考え方

クラス

0～2歳児クラス
満3歳～5歳児クラス
満3歳
3～5歳児クラス

利用している施設・事業 年齢・クラス要件

3～5歳児クラス保育所
認定こども園（保育所部分）
小規模保育施設

認定こども園
（幼稚園部分）

私学助成
幼稚園

私学認可外保育施設
一時預かり、病児保育
ファミリー・サポート・センター
など助成幼稚園

企業主導型保育施設（地域枠）

なし

なし

なし

市民税非課税世帯0～2歳児クラス

満3歳

満3歳～5歳児
クラス

通常（教育）
時間

標準的な保育料
（※3）

預かり保育

通常（教育）
時間

預かり保育

3～5歳児クラス

満3歳

満3歳～5歳児
クラス

認定こども園などを
利用していない

3～5歳児クラス

3～5歳児クラス

あり

あり

あり

不問

不要

不要

不要

必要

全額

全額

全額

11,300円（※2）

25,700円

市民税非課税世帯

なし

なし

市民税非課税世帯

あり

あり

不問

あり

必要

必要

必要

なし あり 必要

必要

市民税非課税世帯 あり 必要

あり 必要

16,300円（※2）

11,300円（※2）

16,300円（※2）

37,000円

市民税非課税世帯で
認定こども園などを
利用していない

0～2歳児クラス

3～5歳児クラス

0～2歳児クラス

あり 必要 42,000円

その他要件 保育の必要性
（※1）

無償化の
ための手続き

保育料の
無償化上限額（月額）

誕生
（0歳）

1歳
誕生日

0歳児
クラス

1歳児
クラス

2歳児
クラス

3歳児
クラス

4歳児
クラス

5歳児
クラス

2歳
誕生日

3歳
誕生日

4歳
誕生日

5歳
誕生日

6歳
誕生日

※１　「保育の必要性」とは、市が定める「保育を必要とする事由」のいずれかに保護者が該当する場合（就労など）をいいます。
※2　1日あたりの上限額は450円です。
※3　「標準的な保育料」とは、企業主導型保育事業における標準的な利用料として、国の企業主導型保育事業費補助金実施
　　　要綱において示している額のことです。

～国の無償化とは別に、0歳児から2歳児クラスの保育料を軽減～

子どもの数に伴う保育料負担軽減

（例）年収360万円以上相当世帯で、中学生・小学生・保育所児2人（2歳児クラスと0歳クラス）がいる場合

◆国の多子カウント方法 ◆交野市の多子カウント方法（10月から）

第1子
第2子
第3子以降

全額負担
半額
無償

世帯収入

世帯構成

国のカウント
市のカウント

カウントなし
1人目 2人目 3人目（無償） 4人目（無償）

カウントなし 1人目（全額負担） 2人目（半額）

第1子
（中学生）

第2子
（小学生）

第3子
（2歳児クラス）

第4子
（0歳児クラス）

世帯年収360万円未満
相当の世帯収入

年齢に関わらず
世帯の子の数による

年収360万円以上
相当の世帯

小学校就学前までの
子からカウント

カウント方法 世帯収入

年収による
区分を撤廃

年齢に関わらず
世帯の子の数による

カウント方法

（例）年収360万円以上相当世帯で、中学生・小学生・保育所児（3歳児クラス）がいる場合

世帯構成

国のカウント
市のカウント

カウントなし
1人目 2人目 3人目（無償）

カウントなし 1人目（負担）

第1子
（中学生）

第2子
（小学生）

第3子
（3歳児クラス）

4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 3/313/313/313/313/313/31




